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学校施設使用について 

 

新型コロナウイルス感染症の感染予防・感染拡大防止につきまして、ご理解ご協力いた

だきありがとうございます。 

このたび、東京都におけるリバウンド防止措置期間が、１０月２４日をもって終了したこと

を受け、学校施設の使用時間帯につきまして、１１月１日より下記のとおり通常の時間帯に

変更してまいります。今後とも、感染防止策を徹底しながらご利用いただきますよう、よろし

くお願いいたします。 

なお、今後の感染拡大状況に係る国・都・区の対応によっては、変更となる場合がありま

す。 

 

記 

 

● １１月１日（月）以降の学校施設使用について 

【校庭の使用】 

利 用 時 間    午後９時まで 

【体育館、教室（ランチルーム・視聴覚室）等の使用】 

利 用 時 間    午後９時３０分まで（通常の時間帯に変更） 

 

   注１ 本校では、１０分前には活動を終え、終了時刻を確実にお守りいただくようご依

頼申し上げておりますので、ご協力いただきますようお願い申し上げます。 

 

注２ 国・都・区による自粛要請等が発出された場合には、改めて使用中止等の措置

を行うこともあります。 
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